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  「チームイノベーション道場」に関し、民間自走化段階にある区分（シーズンⅠ・Ⅱ）に

おいても、県が講座の整備に予算を投じてきた経緯や、現在も職員による実働面での協力及

び県関与による信頼の供与を継続している実態に鑑みれば、提供リソースと民間側の受益

が適正な範囲で釣り合っているか、収支実態に基づき支援の相当性を説明できる管理体制

を整える必要がある。あわせて、実施過程で得られた成果情報を的確に収集し、県政施策の

立案・改善に繋げるフィードバックの仕組みが構築され、有効に生かされることが望まれる。 

⑵【意見】県事業の成果の活用 

  令和6年度に約3200万円の講師委託料が投じられた「チームイノベーション道場」シーズ

ンⅢに関し、将来の自走化後も投資成果が県民利益として最大化されるよう、成果目標（K

PI）や成長状況を継続的に受領し、施策の有効性を検証できる体制を維持すべきである。ま

た、県に帰属する著作権等の成果物を「公共財」として他施策へ有効活用できる実効性のあ

る管理体制を構築することが望まれる。 

⑶【意見】成果目標の妥当性 

  成果指標（KPI）が単なる参加企業数という活動実績（アウトプット）の集計に留まって

いる点について、現在の評価体制では付加価値額の増加等の実効的な成果を十分に測定・検

証できていない。公金投入の効果を客観的に示すため、実施後の定期的な追跡調査（フォロ

ーアップ）の手法を確立し、参加企業における経営改善の推移を継続的にモニタリングする

など、定量的な成果把握体制を構築することが望まれる。 

⑷【意見】再委託の妥当性 

  動画制作等の付随的業務において、契約額の大部分を占める再委託先に実質的な制作作

業を委ねている点について、発注形態としての経済性に再考の余地がある。一括発注に依存

することによる中間経費の発生を回避するため、企画と実作業を切り分けた直接契約の検

討など、より効率的な公金執行に努めることが望まれる。 

  



 

216 

第3章 公益財団法人ひろしま産業振興機構について 

第1 組織概要（産振構） 

1  概要 

  公益財団法人ひろしま産業振興機構（以下「産振構」という。）は、1981年（昭和56年）4月

に設立された財団法人広島県産業振興公社外2団体を前身とし、2010年（平成22年）からは公

益財団法人に移行した。県内産業の発展のため、県内企業等の様々な取組を総合的にバックア

ップし、産学官連携による新技術・新製品開発や、創業・新事業展開、経営革新、経営基盤の

強化、国際ビジネスの支援などを行っている。 

  産振構の概要、沿革は以下のとおりである109。 

 【概要】（令和7年8月時点） 

  

 【沿革】 

  

 
109 産振構ウェブサイト（https://www.hiwave.or.jp/outline/）（令和7年8月閲覧）及び広島県「出資法人経

営状況説明書（令和7年6月23日現在）」より 

名称 公益財団法人 ひろしま産業振興機構

所在地 広島市中区千田町3-7-47 広島県情報プラザ
基本財産等の額 126,200千円（うち県出資額66,000千円／県出資比率52.3％）

代表者 池田 晃治（理事⾧）

設立目的

産業界、大学、行政・産業支援機関と密接に連携して、県内企業の産学連携

による新技術・新製品開発や創業・新事業展開、経営革新、経営基盤の強

化、国際化等の取り組みを、総合的かつ一元的に支援する。

支援機能

取引先開拓支援、設備導入支援、中小商業の活性化、ベンチャー企業への資

金支援、産業支援施設の運営、産学官連携支援、創業・新事業創出支援、技

術・経営交流支援、情報化支援、海外情報の収集提供、企業相互交流支援、

国際的人材育成支援など

1981年4月 財団法人 広島県産業振興公社 統合・設立

1983年11月 財団法人 広島県産業技術振興機構 設立

1993年4月 広島県国際経済交流協会 設立

2002年4月

（財）広島県産業技術振興機構を母体とし、（財）広島県産業振興公社、広島

県国際経済交流協会を2002年4月に統合し、「（財）ひろしま産業振興機構」

として発足

2010年4月 公益財団法人 ひろしま産業振興機構へ名称変更
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2  組織、拠点、役職員 

⑴ 組織の概要 

  組織の概要（令和7年度）は以下のとおりである。 

 

⑵ 本部及び事業拠点 

 ① 本部 

   広島市中区千田町3-7-47（広島県情報プラザ内） 

 ② ひろしまデジタルイノベーションセンター 

   東広島市鏡山3-10-32（ひろしま産学共同研究拠点内） 

 ③ 新技術トライアル・ラボ 

   呉市阿賀南2-10-1（広島県西部工業技術センター内） 

 ④ 福山支所 

   福山市三吉町1-1-1（広島県福山庁舎内） 

 ⑤ 広島県立広島産業会館（指定管理） 

産振構提供資料より 
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   広島市南区比治山本町12-18 

 ⑥ ［海外事務所］広島上海事務所（～令和6年9月末） 

   上海市長寧区延安西路1088号 長峰中心705・706室 200052 中華人民共和国 

⑶ 役職員等 

  役職員93名（※）：常勤役員7名、職員86名（令和7年7月11日現在） 

  【内訳】 

  出 身 別：プロパー11名、プロパーOB3名、出資元・民間から派遣28名（うち県10名）、

出資元・民間OB27名（うち県13名）、その他24名 

  雇用形態別：無期雇用13名（プロパー11名、無期転換1名、職務等限定1名）、有期派遣28

名（うち県10名）、有期雇用52名（うち非常勤7名） 

※上記役職員と別に非常勤役員16名（令和7年6月23日現在） 

3  令和6年度事業概要 

令和6年度の事業報告、正味財産増減計算書、貸借対照表の内容及び前年度との増減状況は

以下の表のとおりである（出資法人経営状況説明書（令和7年6月23日現在）より）。 
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4  基本理念、ビジョン、計画等 

⑴ 基本理念 

  産振構は、平成29年度に職員の提案や意見をもとに、ミッション・行動理念・行動指針で

構成する基本理念を策定した。 

 

  

⑵ ビジョン 

  基本理念を受けて、平成30年9月にビジョンを策定した。 

産振構提供資料より 
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⑶ 経営等戦略、企業への支援 

  産振構における戦略の全体像は以下のとおりである。 

 

 

  支援対象企業との関係について、企業売上によるターゲット別の支援の他、今後の成長

支援事業構想として成長ステップに向けた4つの支援パッケージ（事業群）での支援を検討

しているとしている。 

産振構提供資料より 

産振構提供資料より 
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⑷ 中長期の事業計画について 

  策定状況を産振構に確認したところ、以下の回答を得た。 

① 県事業のうちビジネスプランに対応していない事業は中期目標を設定している（例：

国際ビジネス支援事業のKPI：輸出に取り組む企業（食品製造・加工業）の令和5年と令和

8年の海外売上高、産業会館管理運営事業のKPI：指定管理期間中の面積稼働率） 

② 県のビジネスプランに基づき実施している事業については、県が目標を定めているた

め産振構独自の中期目標は設定していない。 

③ 国の事業についてはいずれも中期目標を定めていない。理由は、例えば、よろず支援拠

点事業は単年度の受託事業である、成長型中小企業等研究開発支援事業は支援対象や件

数が国の採択により決定（左右）されるものであることによる。 

5  企業統治（コーポレートガバナンス）、財産管理、内部統制 

⑴ 評議員会・理事会（令和5年度、令和6年度開催状況） 

ア 評議員会 

産振構提供資料より 
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評議員会は、評議員の選任及び解任、理事・監事及び会計監査人の選任解任、常任理事

の報酬の額の決定、定款の変更等の権限を有する（定款19条）。理事長は、毎事業年度110

終了後、①事業報告書及びその附属明細書、②計算書類及びその附属明細書、③財産目録

及び④キャッシュフロー計算書を作成し、監事の監査、会計監査人の監査（②～④のみ）、

理事会の決議を経て、定時評議員会に報告することとなっている（定款11条1項）。 

評議員は10人以上15人以上を置く（定款14条1項）とされ、11名が選任されている（令

和6年8月1日時点）。 

評議員の選任及び解任は評議員会の決議により行われる（定款15条1項）。評議員の人選

を産振構に確認したところ、産振構の定款の目的（産学官協同体制により、中小企業等の

新たな事業活動への取組、経営基盤の強化及び国際化への対応等を総合的に支援）に関連

する知見を有する民間企業、学識経験者、地方公共団体、商工団体及び県議会の要職経験

者が選任されているとのことである。 

評議員会は、定時評議員会を毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時評議員

会を必要がある場合に開催する（定款20条）。令和5年度、令和6年度共に各4回（うち書面

開催各3回）が開催された。 

令和6年6月28日定時評議員会が、急遽書面開催に変更されている。産振構に経緯を確認

したところ、当初の評議員会の出席予定者6名で開催予定であったが、評議員会当日に急

遽出席できなくなった評議員が1名おり、開催要件111を満たさなくなったためとのことで

ある。書面決議の手続について、定款24条及び25条112に基づき、令和6年6月28日付で書面

による議案の提案及び事業報告書等の通知が評議員に送付され、同日付同意書を評議員

から受領する形で書面決議を成立させている。 

イ 理事及び理事会 

 
110 事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるとされている（定款9条）。 
111 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行うとさ

れている（定款23条1項）。 
112 定款24条（決議の省略） 

 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わるこ

とができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨

の評議員会の決議があったこととみなす。 

定款25条（報告の省略） 

 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に

報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと

きは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 
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  理事長は法人を代表し業務を執行する、副理事長は理事長を補佐する（常勤の副理事長

は理事長が欠けたとき等に理事長の職務を代行する）、理事は理事会を構成し法令で定め

るところにより法人の業務の執行の決定に参画するとされている（定款29条）。書面等に

よる方法も認められている（定款42条、43条113） 

  理事会は、令和5年度、令和6年度共に各5回（うち書面開催各2回）が開催された。 

⑵ 財産管理 

  内部規程（財産管理規程）の中で財産管理に関し必要な基本的事項を定めている。 

  資金（現預金及び有価証券）の管理にあたっては、安全性及び流動性を確保した上で、効

率性を追求するため、適正なリスク管理のもとで運用益の拡大や調達コストの削減を行う

ことを原則とするとしている（財産管理規程3，4条）。 

  資金運用及び資金調達は、代表理事副理事長の統括のもと、事務局長が管理するとしてい

る（同規程8条1項）。 

  効率的な資金管理のあり方等を協議するための機関として、資金管理会議（代表理事副理

事長及び常務理事を構成員とするほか、外部の金融専門家を参画）を設置している（同規程

9条1項）。令和6年度の資金管理会議は2回開催されている。 

⑶ 内部統制システム 

ア 関係規程 

  内規として、倫理規程、職員からの公益通報に関する規程、倫理要綱、ハラスメント防

止要綱、内部統制システム構築の基本方針等が定められている。 

イ 公益通報保護制度 

  前記公益通報に関する規程により、一般社団及び一般財団法人に関する法律76条で規

定する「業務の適正を確保するために必要な体制の整備」の一環として、公益通報保護制

度が整備されている。 

 
113 定款42条（決議の省略） 

 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わ

ることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する

旨の評議員会の決議があったこととみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。 

 定款43条（報告の省略） 

 理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当

該事項を理事会に報告することを要しない。 

（2 略） 
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  職員の公益通報窓口として、内部窓口（事務局長）と外部窓口（公益通報について、公

平で中立な立場で適正に職務を遂行できる者のうちから代表理事理事長又は代表理事副

理事長が指名したもの）を置くこととされている（同規程3条）。 

  外部窓口（平成30年度～）には、県商工労働局商工労働総務課の参事を指定していると

のことである。同人を窓口に指定した理由を確認したところ、「商工労働総務課は県庁に

おいて財団（産振構）を所管する担当課であり、機構（産振構）の業務執行の適正性につ

いて把握する立場にあること。また機構の業務内容や執行体制について理解があること。

以上のことから外部窓口として適切である。」との回答であった。 

6  広島県との関係 

⑴ 出資、認定 

  産振構は、県出資法人（県出資額66,000千円（出資割合52.3％））であることの他、県よ

り公益財団法人としての認定を受けている（平成22年4月1日広島県知事公益認定）。 

⑵ 事業の委託金・補助金・負担金の額（令和6年度） 

  以下のとおり合計697,508,534円（うち共通管理費53,745,000円）である。 

 

   

⑶ その他財政負担（債務保証、損失補償） 

ア 債務保証（令和6年度） 

広島県からの委託料・補助金・負担金（R6年度）の総額及び内訳

（金額単位：円）

事　業　名 実績確定額 うち、共通管理費 県予算書上項目名

委託料 280,020,425 18,715,000

1 広島県創業環境整備促進業務 73,742,402 8,871,000 共通管理費

2 自動車関連産業集積支援（人材育成）業務 7,947,245 933,000 一般管理費

3 ひろしまデジタルイノベーション推進事業 93,051,739 8,911,000 管理費

4 指定管理施設の管理費用額（広島県立広島産業会館） 9,252,000 -

5 指定管理施設の管理費用額（広島県立産業技術交流センター） 96,027,039 -

補助金 398,574,109 35,030,000

1 地域共同研究プロジェクト推進事業補助金 27,696,000 2,967,000 事業管理費

2 ひろしまものづくり人材育成センター事業費補助金 15,915,482 1,672,000 管理費

3 広島県中小企業・ベンチャー総合支援センター事業費補助金 84,108,031 10,530,000 共通管理費、共通管理経費

4 広島県中小企業・ベンチャー総合支援センター管理運営費補助金 58,511,000 0 -

5 中小・ベンチャー企業チャレンジ応援事業費補助金 27,120,678 0 -

6 広島県中小企業知財支援センター事業費補助金 7,331,459 800,000 一般管理費

7 広島県下請企業振興事業費補助金 41,310,394 4,191,000 共通管理費

8 自動車関連産業集積支援事業費補助金 40,504,740 4,435,000 一般管理費

9 新技術トライアル・ラボ運営事業費補助金 89,640,325 10,435,000 一般管理費

10 新たな価値づくり研究開発支援補助金 6,436,000 -

負担金 18,914,000 0

1 国際経済交流推進事業負担金 18,914,000 -

合　計 697,508,534 53,745,000

産振構提供資料を基に監査人作成 
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  該当なし（令和6年度末残高なし） 

イ 損失補償（令和6年度残高） 

  損失補償金は、産振構が回収できなかった設備資金貸付金及び設備貸与代金について、

県がその2分の1相当額を補償するもので、債務者等から貸付金等を回収した場合にその2

分の1相当額を県に返還することとなっている。残高（県から交付を受けた損失補償金の

合計額から、県に返還した累計金額を差し引いた残額）は、令和6年度末時点で48,911,7

38円である。内訳は以下の表のとおりである。 

 

 

7  その他（災害時対応） 

BCP（事業継続計画）などの災害時対応の定めにつき確認したところ、BCPは策定していない

が、①「災害時の連絡体制の確保」のための「緊急連絡網と公用携帯の整備」、②「災害時に

事業継続できる体制の確保」のための「個人パソコンでテレワークができる環境の整備」「文

書管理システムの導入や企業支援における生成AIの活用など、財団内DXを推進」を行っている

との回答を得た。 

災害時の対応マニュアル（施設からの避難マニュアル、発災後対応（職員安否確認等）、そ

の他産振構の事業継続のためのマニュアル等）の整備状況を確認したところ、産振構としては

作成していないが、産振構本部の入居建物（広島県立産業技術交流センター（指定管理者は産

振構））で「緊急時対応マニュアル」が作成されているとの回答であった。 

産振構提供資料 
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8  課題・問題点（令和6年度定時評議員会の開催手続及び開催時期について） 

開催要件（定足数である過半数の出席）を満たさないため、令和6年6月28日付定時評議員会

が、急遽書面決議等に変更された。令和6年6月28日付同意書を評議員が提出する形で書面決議

への評議員全員の了解は得られているが、同意書を産振構が受領した時期は、同年7月19～22

日頃と考えられるとの回答であった。 

上記経緯から、定款24条及び25条に基づく書面決議・報告をすることに係る評議員の同意の

意思表示が産振構に到達した時期は、同年7月に入ってからであることは明らかである。 

「決議の省略（みなし決議）」の法的効力発生時期は、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律（以下「一般法人法」という。）194条1項の解釈上、評議員の同意書面が揃った日114

である。そうすると、令和6年6月28日に定時評議員会を開催したとは評価できない。 

定款20条により、定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内（令和5年度（事業年度）の

場合、令和6年6月30日まで）に開催しなければならないが、同期限までに開催できなかったも

のと評価せざるを得ない。 

その原因としては、①開催準備段階で、かろうじて定足数を満たす数の出席予定評議員しか

確保できていなかったこと、②定時評議員会開催日が定款上の開催期限間際に設定されたこ

とにあったと考えられる。 

9  課題・問題点（評議員会及び理事会の書面決議の同意日付について） 

前述の令和6年度定時評議員会以外にも、評議員会の書面決議を取る際に同意日が同意書返

送期限よりも前の日（産振構から評議員会宛の書面決議通知日と同一の日）に設定されてい

るものがある（令和5年度第1回評議員会、令和6年度第1回評議員会）。理事会の書面決議につ

いても、同様に、同意日が同意書返送期限よりも前の日に設定されているものがある（令和5

年度4月1日理事会、令和6年度4月1日理事会）。 

みなし決議の法的効力発生時期は、最後の評議員ないし理事の同意が法人に到達した日（同

意書面等が揃った日）115であり、それより前に決議の成立日を遡及させて記録することは、事

実に基づかない不適切な処理であると言わざるを得ない。 

評議員会議事録は、一般法人法193条に基づき作成が義務付けられた法定書類であり、同条

及び法務省令で定めるところにより、議事の経過の要領及びその結果を正確に記録しなけれ

 
114 熊谷則一『【第2版】逐条解説 一般社団・財団法人法』（全国公益法人協会、2024年）602頁 
115 熊谷則一『【第2版】逐条解説 一般社団・財団法人法』（全国公益法人協会、2024年）602頁(評議員会に

つき)、298頁（理事会につき） 
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ばならない（一般法人法施行規則60条3項2号）。理事会議事録も同様である（同法95条3項）。

同意書に記載した日をもって同意した旨取り扱うことも含めた同意を評議員ないし理事から

得たとしても、同意書の返送により現実に同意の意思表示が産振構に到達したのは同意書記

載日より後の日であったことは明らかである。それにもかかわらず、受領した日よりも前に

同意があったものとして、同意書記載日に決議等が成立したと取り扱っている点は実態と齟

齬しており問題である。 

なお、この問題について、（時期から推測するに）年度初めであること等による事情があっ

たとしても、それを理由に問題がないとは言えないし、直前（前年度である3月）に評議員会

を開催していることから、そこで併せて手続を取る、あるいは書面決議の成立日を4月1日よ

り後の日に設定し対応できたものと思料する。 

10  課題・問題点（公益通報制度の外部窓口について） 

公益通報制度の外部通報窓口に県商工労働局職員が指定されている。同職員は産振構の外

部の者（県職員）であるものの、産振構は県による出資が過半数を占め、役職員に県出身者が

多数在籍しているほか事業委託、補助等を通じた関係がある。県は産振構の監督官庁である一

方、両者の事業等を通じた密接な関連性から、事案によっては県も利害関係人になる場合があ

りうる。 

公益通報制度の趣旨は、通報者の保護と法令遵守の確保にある（公益通報者保護法1条）。外

部窓口を前記県職員にすること自体が不合理とまではいえないが、公益通報制度の趣旨及び

産振構が内部窓口と別に外部窓口を設置した趣旨からすると、より独立性の高い第三者を外

部窓口とする（外部窓口を変更、あるいは前記県職員の外部窓口に追加する形で別途独立した

第三者の外部窓口を設置する）ことを検討してもよいのではないか。 

11  課題・問題点（災害時対応） 

産振構における災害時対応の整備状況を確認したところ、緊急連絡網の整備やテレワーク

環境の構築といった個別的な対策は講じられているものの、発災時の事業復旧の優先順位等

を定めたBCP（事業継続計画）は策定されていない。また、避難手順や職員の安否確認方法を

体系化した災害時対応マニュアルについても未整備の状態にある。 

国においては「災害対策基本法」等に基づき、公共的機関のみならず民間企業（事業者）の

BCP策定を推進している。広島県においても、広島県防災対策基本条例5条において、事業者は

来所者・従業員等の安全確保とともに「事業を継続することができる体制を整備するよう努め

るもの」とされている。産振構は県内産業支援の中核を担う組織であり、大規模災害時こそ企
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業への迅速な支援が期待される立場にあることから、包括的な防災計画の欠如は組織のリス

ク管理上の課題といえる。すなわち、災害時に産振構が担う経営支援等に関連する事業が停止

した場合、支援を受けている多くの県内企業の事業活動に直接的な支障を及ぼす恐れがある。

また、産振構が被災企業向けの支援事業の重要な担い手となることが期待される。そのため、

重要な業務を中断させない体制構築が求められる。 

また、産振構の拠点は県内各地に分散しており、本部（広島市）や福山支所のほか、周辺地

域が土砂災害警戒区域等に含まれる可能性のある「ひろしまデジタルイノベーションセンタ

ー」（東広島市）116や、沿岸部にあり津波のリスクが想定される「新技術トライアル・ラボ」

（呉市）117など、拠点ごとに異なる災害リスクを抱えている。 

このように、産振構には公的機関としての役割を安定的に果たす責任があること、及び多様

な災害に直面しうる拠点が県内に点在している現状に鑑みれば、これら各拠点の特性に応じ

た避難・復旧手順を明確化し、役職員の安全確保と事業継続を確実なものとするBCP及び対応

マニュアル（又はBCPに準じた計画）を策定することが望まれる。 

12  指摘及び意見 

⑴【指摘】令和6年度定時評議員会の開催手続及び開催時期 

  令和6年6月28日付定時評議員会が急遽同日付書面決議に変更されているが、同意書を産

振構が受領した時期は、同年7月に入ってからである。「決議の省略（みなし決議）」の法的

効力発生時期は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律194条1項の解釈上、最後の評

議員の同意が法人に到達した時であるから、実際には、令和6年6月28日に定時評議員会を開

催したとは評価できず、定款20条の定め（定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に

開催しなければならない）に違反したものと評価せざるを得ない。 

  今後、定款20条の期間内に定時評議員会が開催されるよう留意すべきである。 

⑵【指摘】評議員会及び理事会の書面決議の日付 

  評議員会の書面決議を取る際に同意日が同意書返送期限よりも前の日（産振構から評議

員会宛書面決議通知日と同一の日）に設定されているものがある（令和5年度第1回評議員会、

令和6年度第1回評議員会及び令和6年度定時評議員会）。理事会の書面決議についても、同様

に、同意日が同意書返送期限よりも前の日に設定されているものがある（令和5年度4月1日

 
116 「ひろしまデジタルイノベーションセンター」が所在する東広島市鏡山周辺は、県の「土砂災害ポータ

ルひろしま」において、土砂災害のリスクが客観的に示されている区域内又はその周辺に位置している。 
117 「新技術トライアル・ラボ」が所在する呉市阿賀南周辺は、呉市が公表している津波ハザードマップ等

において、津波による浸水リスクが客観的に示されている区域内又はその周辺に位置している。 
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理事会、令和6年度4月1日理事会）。同意書の返送により現実に同意の意思表示が産振構に到

達したのは同意書記載日より後の日であったことは明らかであるにもかかわらず、受領し

た日よりも前に同意があったものとして、同意書記載日に決議等が成立したと取り扱って

いる点は実態と齟齬しており問題であるから、今後は決議日を同意書の送付等により同意

の意思表示が産振構に到達した後にすることを徹底すべきである。 

⑶【意見】公益通報制度の外部窓口について 

  産振構の公益通報制度の外部通報窓口に県商工労働局職員が指定されている。同職員は

産振構の外部の者であるが、通報事案によっては県が利害関係人となる場合もありうる。 

  外部窓口を前記県職員にすること自体が不合理とまではいえないが、公益通報制度の趣

旨（通報者の保護と法令遵守の確保）及び産振構が内部窓口と別に外部窓口を設置した趣旨

から、より独立性の高い第三者を外部窓口とする（外部窓口を変更、あるいは前記県職員の

外部窓口に追加する形で別途独立した第三者の外部窓口を設置する）ことを検討すること

が望まれる。 

⑷【意見】BCP（又はそれに準じた計画）の策定 

  産振構における災害時対応の整備状況について、発災時の事業復旧の優先順位等を定め

たBCP（事業継続計画）は策定されていない。産振構には県内産業支援の中核を担う公的機

関としての役割を安定的に果たす責任があること、拠点が県内に点在し、多様な災害に直面

するリスクがある現状に鑑みれば、これら各拠点の特性に応じた避難・復旧手順を明確化し、

役職員の安全確保と事業継続を確実なものとするBCP及び対応マニュアル（又はBCPに準じ

た計画）を策定することが望まれる。 

 

第2 事業の概要（産振構） 

1  事業の概要 

令和6年度の事業の体系は以下に掲載の「令和6年度事業の体系」のとおりである（令和6年

度事業報告書4頁より）。「経営・創業等の支援」「ものづくりの革新」「デジタルイノベーショ

ンの推進」「カーテクノロジーの革新」「国際ビジネスの支援」「施設利用等の提供」の6分野で

構成されている。 

各分野の事業には、主要事業（特に注力する事業として産振構の事業体系ごとに選定したも

の／事業の体系：◎印）と一般事業（主要事業以外のもの／同：○印）がある。 
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事業の財源は、①国の補助金・委託料等、②県の補助金・委託料等、③市町・経済団体等の

負担金等、④自主財源等に分類される（令和6年度事業報告より）。 

2  事業の検討方法 

以下の方法で検討した。内容は第3～第6で報告する。 

⑴ 事業全体に対する調査 

産振構の事業は多岐にわたることから、本監査では、県（商工労働局）で検討した産業イ

ノベーションのワーク49～52、54、55との関連性が比較的強いものとして、「経営・創業等

の支援」「ものづくりの革新」「デジタルイノベーションの推進」「カーテクノロジーの革新」

の4分野に着目した。これら4分野に係る産振構主要事業（15事業、概要は下記の15事業の表

を参照）につき、県との関連がある事業（商工労働局で検討した事業（ワーク）に関連する

事業など）を中心に監査することとした。 

⑵ 抽出調査 

 県からの受託事業、補助事業のうち以下の5件を抽出し、帳票類を確認し検討した。 

① 自動車関連産業集積支援事業費補助金（補助、ワーク49関連） 

② ひろしまデジタルイノベーション推進事業（委託、ワーク51関連） 

③ ひろしまものづくり人材育成センター事業費補助金（補助、ワーク51関連） 

④ 創業環境整備促進事業（委託、ワーク54関連） 

⑤ 中小企業・ベンチャー総合支援センター管理運営費補助金（補助、ワーク54関連） 

  なお、抽出案件以外を含む県ワーク関連事業については、商工労働局のワーク49、51及び

54の報告部分（第2章第4、第2章第6及び第2章第8）も参照されたい。 

 



 

232 

 



 

233 

 

 

 

 

R6年度 主要事業のうち１５事業　概要・予算額・支出額（広島県からの委託料・補助金・負担金）（ひろしま産業振興機構）

事　業　名 ①事業概要 細事業

1 創業環境整備促進事業

　創業マネージャー等による窓口相談とともに、専門家(創業サポーター)を派遣
したアドバイスや指導等きめ細かなサポートを実施する。
　また、地域の支援機関と連携して、創業サポーター派遣など支援ツールの活用
やセミナー開催等による支援を行う。

2 経営企画支援事業
　財団の成長企業基準を基に発掘/選定した企業に対し、企業経営の戦略立案、
およびそこから経営課題を抽出/設定し、ほかの課題解決事業につなげる。課題
解決の実行により、支援先企業の付加価値生産能力の飛躍的向上を目指す。

ネクストリーダー創出支援
データベース活用支援
企業データベースの運用

3 中小企業イノベーション促進支援事業（チーム型支援）

　新たな成長を目指している企業を対象に、複合的で高度な経営課題を解決する
ため、専門家（マーケティング・セールス・ブランディング・生産管理等）で構
成された支援チームを企業に派遣し、伴走型による集中支援を行う。

4 中小企業成長プラン策定支援事業
　中小企業が持つ技術力やノウハウ、経営力について強みや課題を可視化し、現
状認識の深掘りを促すとともに、課題の設定や解決提案、成長へ向けたプラン策
定を行い、企業の成長を後押しする。

5 よろず支援拠点事業
　中小企業・小規模事業者の売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆる相談に
対応するため、コーディネーターや登録専門家を中心とする専門スタッフが傾聴
と対話により適切な解決方法を提案する。

6 技術コーディネート事業

　年間を通じて企業訪問によるコーディネート活動を中心に行っていく他、大学
研究室のシーズを公開し企業との共同研究のきっかけづくりを実施。
　その他、マッチングのきっかけとなる座談会等を開催し、産業界のニーズ情報
や学のシーズ情報を提供していく。

7 成長型中小企業等研究開発支援事業
　中小企業、小規模事業者が大学、公設試等の研究機関と連携して行う、市場価
値の優れたビジネスにつながる可能性の高い研究開発、試作品開発及び販路開拓
につながる活動に対し経済産業省の助成制度の活用を支援する。

8 中小・ベンチャー企業チャレンジ応援事業

　中小企業等の製品開発において、事前検証を終えた『試作開発から試験評価』
のステージに対する資金助成を行う。
　その中で、事業計画の相談という入口から、事業化という出口までを一気通貫
にした“伴走型支援”を目指し、助成事業者に対し、専門的アドバイス、連携
コーディネート等により事業を支援する。

9 中小企業ＤＸ推進支援事業

　ものづくり現場IoT推進リーダー育成塾（以下、「IoTリーダー塾」という。）
で、将来的なDX推進のコアとなる
「IoT推進リーダーの育成」と、「経営層コミットによるIoT活用戦略の作成」を
並行して行い、その後、IoT推進リーダーがIoT活用戦略に基づいて自社の課題に
即した「IoT導入プラン」を作成する。
　ものづくり中小企業のIoT導入を後押しするため、取組に係る経費の一部を助
成金で支援する。また、その取組成果を地域企業や県内大学等へ展開し、一連の
事業のPDCAを回す。

10 取引商談会等マッチング支援事業

①下請取引あっせん
　県内製造業の受注ニーズに対応した個別あっせんを実施
②受発注情報の収集・提供等
　販路開拓プロジェクトリーダー・コーディネーター、企業総合支援マネー
ジャーを配置し、新規発注情報や受注企業の基盤力などの収集・提供
③広域取引商談会等の開催
・広域取引商談会…複数の受発注企業が一堂に会するビジネスマッチング（県単
独・中国ブロック・その他）
・個別商談会…発注企業1社に対して複数の受注企業とのマッチング

11 広島県中小企業知財支援センター事業

・知財人材育成支援は、受講者の知財活動レベルに応じてレベルアップを図るた
め複数のコースを設定する。
・知財総合相談では、アイデア段階～販売まで幅広い事業段階の知財相談に対応
し、中小企業の経営課題達成を知財面から支援する。
・外国出願支援では、事業戦略としての外国への特許出願等を促進するため、国
の補助事業を活用して県内中小企業の外国特許出願等に要する経費の一部を助成
する。申請企業には、適宜知財総合相談を行い、外国出願に関する知財戦略につ
いてもサポートする。

12 ひろしまデジタルイノベーション推進事業

・デジタル活用のステージをより高度な状態へのステップアップを促す技術課題
解決支援
・デジタル技術を活用し、モノづくりプロセスの変革を実行できる人材を育成す
るための、容易に受講できる研修プログラムの企画と実施
・デジタルものづくりに必要な高性能計算機及びソフトウェアの安価な利用環境
の提供

14 新たな価値づくり研究開発支援事業

　県内ものづくり企業が、単独又は開発グループを構成して実施する、広島県の
助成制度を活用した応用・実用化開発を支援。
　当機構が企業からの指名を受け、事業管理機関として応用・実用化開発の進行
管理等の支援を実施。

15 サプライヤー事業転換拠点運営事業

　経済産業省の「(通称)ミカタプロジェクト」の地域支援拠点として、自動車部
品サプライヤー企業の「攻めの業態転換・事業再構築」を支援していくために、
ミカタプロジェクトのスキームに則った ①相談窓口の運営、②実地研修、セミ
ナーの運営、③専門家派遣、の事業を行う。

13 自動車関連産業クラスター支援事業

　自動車産業の100 年に一度の変革期「CASE（特にEV）」に向けて、地域の自動
車部品サプライヤー企業が2025 年までに「戦略領域でBigPlayer に勝る提案が
できる」「デジタル人材の地産地活による社会実装が実現できる」という目標に
至るために、対象企業に対して「１．経営戦略」「２．基盤強化」「３．企業力
強化」「４．価値創造」の４つのステージに応じた適切な支援を行う。
　特に「EV 対応人材の育成と技術力強化」を加速するために、R4 年度9 月から
3 年計画でスタートした地域企業共同の「EV 研究プロジェクト」の活動を活性
化させ、自動車OEM や公設試とも連携して、地域のEV対応を加速する。

人材育成事業
新技術トライアル・ラボ事業

産振構提供資料を基に監査人作成 
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3  事業の達成度評価について 

令和6年度事業計画及び収支予算は、令和6年3月定時理事会で承認された後、同月開催の令

和5年度第4回評議員会で報告されている。 

産振構に目標の決定プロセスを確認したところ、県の目標や支援実績等に基づき、関係役

員間で協議の上で案を作成し、年度末（3月）の理事会で審議決議、その後同月の評議員会に

報告するとの回答であった。 

令和6年度事業報告は、令和7年6月理事会で承認された後、令和7年度定時評議員会で報告

されている。令和6年度の事業の達成度について、令和6年度事業報告の各事業の説明に「令

和6年度目標と実績」の項を設けて説明している。目標と実績値を記載し、達成度を「目標を

達成／概ね目標を達成／未達」の3段階で評価している。 

達成度の判断基準を確認したところ、客観的な判断基準はないが、関係役員が事業毎に、

達成度合や事業環境、プロセス等を総合的に勘案し判断しているとの回答であった。達成度

判断に至るまでの記録は特にないとのことである。 

4  産振構事業と県事業との関係 

第1（組織概要）で述べたように、産振構は、県の産業イノベーションに係る事業の受託事

業者、補助事業者等の関係にある。 

本監査で着目した産振構の主要事業（前記15事業）につき、県（ワークや関係事業）との関

係を確認した。その内容は以下の表のとおりである。表に記載した以外にも、負担金を通じた

関係もある（例えば、県が負担金を交付する「ひろ自連」の常任団体・事務局を産振構（カー

テクノロジー革新センター）が務めている（ワーク49、第2章第4参照））。 
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5  県の共通管理費負担 

⑴ 経緯及び概要 

  産振構は、その管理費（総務人件費、施設諸経費等）に充てるため、県から共通管理費を

受領している。平成28年度までは産振構の独自財源（基金運用益）で賄われていたが、財源

不足のため、平成29年度以降、県が管理費を負担することとなった（参考：平成30年度包括

外部監査結果報告書139頁）。 

  令和6年度分の共通管理費（53,745,000円）の県事業への振り分けの明細は以下のとおり

である（第1掲載の表を再掲）。 

 

⑵ 共通管理費の算定 

  県に確認したところ、概ね以下の流れとのことである。 

① 前年度に産振構から共通管理事業費、管理費の内訳表の提供を受ける。 

② 商工労働総務課で、前記内訳表の「共通管理費事業費（県負担分）」欄の金額（令和6年

度の場合52,903千円）を負担する方針を確認する。内訳をみて過年度との変更があれば産

振構に照会するが、基本的には上記金額を尊重している。 

③ 共通管理費事業費（県負担分）を、産振構に関連する補助・委託事業に、事業の金額に

応じて割り付けることとし、割付案を局内の各担当課に提示する。 
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④ 担当課の意見を聞いて必要があれば修正し、商工労働総務課が事業ごとの割付額を確

定させる。 

⑤ 上記割付額を産振構に伝え、委託契約や補助事業の契約や申請の際に各事業分の管理

費を請求等してもらう。 

⑶ 決算段階での確認 

  県に確認したところ、県事業分の共通管理費総額の決算額については、出資法人経営状況

説明書の作成を通して産振構から報告を受けており、過去実績や予算額と比較して妥当な

規模感であることを確認している。「経常費用」側の各項目（費用）は県事業以外の支出額

も含めた全体額であり、県事業分のみの支出内訳までは把握できないが、過去実績や予算額

と大きく変動している場合は事情を確認するとのことである。 

⑷ 共通管理費の総額の公表 

  県が産振構に支出している令和6年度の共通管理費の「総額」の公表状況について県に確

認したところ、予算額については公表資料にはなく、決算額（53,745千円）については、県

が公表している「出資法人経営状況説明書」118により確認できる（ただし、合計する必要が

あるので一目で把握できるものではない）との回答であった。 

6  平成30年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置状況（共通管理費） 

⑴ 外部監査での指摘・意見及びそれに対する措置状況の公表内容 

  平成30年度包括外部監査（監査対象機関は商工労働局のみ）において、共通管理費の支払

につき、指摘1件と意見2件が出されている。それに対する当時の措置状況（令和2年5月25日

公表）は、以下のとおりである。 

① 県が産振構の共通管理費を負担する以上、県は、産振構の管理費自体が適切であるのか

否か、その具体的内容をチェックすべきである。（指摘） 

 （措置状況）県で産振構への全体の管理費が適切かどうかの確認を行う。 

② 当該管理費が適切であるとしても、そのうちどの程度を県が負担すべきであるのか、産

振構自身が負担すべきものが含まれていないか、県以外からの補助金や委託料において

支払いを受けられるものがないのか否かについての確認も行った上で、県の負担額を決

定すべきである。（意見） 

 
118 出資法人経営状況説明書の「（１１）正味財産増減計算書（公益事業・共通：事業管理費）」の県受託事

業収益18,715千円及び県受取補助金33,240千円並びに「（１４）正味財産増減計算書（法人会計：一般管理

費）」の県受取補助金1,790千円の合計額 
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 （措置状況）産振構が管理費に計上しているものの中身について、県で確認を行う。 

③ 産振構のように、県から複数の補助金や委託を受けている団体に対する共通管理費の

負担のあり方としては、それが共通管理費であることが明確になるような方法（例えば、

費用の性質や内容をふまえて管理費を配分する基準を策定し、これに基づいて配分した

り、共通管理費として直接補助する）を検討されたい。（意見） 

 （措置状況）共通管理費であることが明確になるような方法について検討する。 

⑵ 具体的な措置状況の確認 

  上記につき、監査人より措置当時の対応状況及び現在の対応状況について県商工労働局

に改めて確認したところ、以下の回答を得た。 

ア ①の指摘及び②の意見について 

  指摘及び意見を踏まえて対応方法を検討し、令和3年度当初予算以降については、予算

の節別の所要額及び県費以外の自主財源からの充当額を確認のうえ、県の負担額を決定

している（節別額を確認することでどのような経費に必要かチェックしている。また自主

財源充当額を確認することで県費負担額が適正かチェックしている。）。 

  もっとも、産振構が予算段階で作成提出した共通管理事業費、管理費の内訳表に記載さ

れた個別の費目（例：各人の人件費の額、旅費、需用費等）の内容のチェックについて確

認したところ、人件費の額については別資料で確認しているが、その他の費目については、

増減などがない場合は毎年の詳細確認までは県側はしていないとのことであった。 

イ ③の意見について 

  配分基準の策定等についても検討を行ったが、毎年の各事業の状況等により共通管理

費にも変動が生じることが想定されるため、一律の基準は策定せず、毎年の協議で決定し

ている。 

ウ 措置状況公表当時の措置内容に係る資料について 

  共通管理費に係る平成30年度包括外部監査の結果に係る措置状況（当時どのように検

討、対応したか）を整理した資料は商工労働局に残っていないとのことである。 

7  課題・問題点（事業の達成度評価の基準について） 

令和6年度各事業の目標の達成度につき、産振構は、令和6年度事業報告において「達成」「概

ね達成」「未達」の３段階で評価しているが、達成したか否かの基準（例えば、数値基準を満

たしたか否かによるのか、定性面や実質面も考慮するのか）が事業全般につき明確にされてい
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ない。さらに、「概ね達成」につき、どの程度をもって「概ね」達成したか基準が明らかでは

ない。 

各事業が県や国などの事業の一翼を担い、公益性が高いことを踏まえると、事業の達成度を

客観的に評価することが重要であり、産振構としての統一的な評価基準を定めるべきである。 

一例として、県の「R6主要施策の成果に関する説明書」では、ひろしまビジョンに係る成果

目標（KPI）の達成度判断につき、「達成」「未達」「実績未確定」に分類した上で、「達成指標

数には概ね達成（令和5年度実績と令和6年度目標の増減値に対して9割以上到達）したものを

含む」との基準を設定しているが（第2章第3）、産振構においても一定の基準を設定すべきで

ある。 

8  課題・問題点（事業の達成度評価の手続について） 

令和6年度各事業の目標の達成度の評価手続につき、関係役員が事業毎に、達成度合や事業

環境、プロセス等を総合的に勘案し判断しているとのことであるが、達成度判断に至るまでの

記録はない。 

事業の公益性の高さ（前述）を踏まえ、評価の客観性を高めるため、産振構としての統一的

な達成度評価手続を定めるべきである。また、評価当時の判断プロセスを将来確認できるよう

にする観点から、達成度判断に至るまでの記録を残すべきである。 

9  課題・問題点（平成30年度包括外部監査の結果に係る措置状況の公表内容） 

措置状況に係る当時の公表内容を見ると、「県で産振構への全体の管理費が適切かどうかの

確認を行う。」「産振構が管理費に計上しているものの中身について、県で確認を行う。」「共通

管理費であることが明確になるような方法について検討する。」との記載はいずれも抽象的で

あり、具体的にどのような措置を取ったのかが明確ではない。 

監査の結果を当時の県がどのように受け止め、具体的にどのような措置内容を取ったのか

が公表されなければ、監査により県の対応が改善したのか否かを判別できないから、自治法2

52条の38第6項の趣旨を踏まえ、県は措置状況をより具体的に説明すべきであった。 

10  課題・問題点（平成30年度包括外部監査の結果に係る措置状況の対応内容の保存について） 

県に確認したところ、共通管理費に係る平成30年度包括外部監査の措置状況（当時どのよう

に検討、対応したか）を整理した資料は商工労働局に残っていないとの回答であった。監査の

結果を県がどのように検討し対応したかの記録が保管されていなければ、措置状況の適否を

後日検証することができない。措置当時の検討内容等を記録化し保管をしておくべきであっ

た。 
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11  課題・問題点（共通管理費算定時の県側での内容審査について） 

令和6年度の共通管理費算定時の県側での内容審査について、令和3年度当初予算以降、予算

の節別の所要額及び県費以外の自主財源からの充当額を確認のうえ、県の負担額を決定して

いるとしつつ、産振構が予算段階で作成提出した共通管理事業費、管理費の内訳表に記載され

た個別の費目について、人件費以外の費目については、増減などがない場合は毎年の詳細確認

までは県側はしていない。また、決算時においても、出資法人経営状況説明書の作成を通した

産振構からの報告時に過去実績や予算額と大きく変動している場合は事情を確認するが、経

常費用側の各項目（費用）のうち県事業分のみの支出内訳までは把握していない。 

かかる対応は、産振構側の費用計上が基本的に妥当であることを前提にした審査となって

いる。毎年度多額の共通管理費を支出（令和6年度決算額：53,745千円）している現状を踏ま

えれば、県側で個別の費目の明細を確認するなど、より詳細な確認をすることが望まれる。 

12  指摘及び意見 

⑴【指摘】事業の達成度評価の基準について 

  令和6年度各事業の目標の達成度を「達成」「概ね達成」「未達」の３段階で評価している

が、達成したか否かの基準が事業全般につき明確にされていない。特に「概ね達成」につき、

どの程度をもって「概ね」達成したかの基準が明らかではない。各事業が県や国などの事業

の一翼を担い、公益性が高いことを踏まえると、事業の達成度を客観的に評価することが重

要であるから、産振構としての統一的な評価基準を定めるべきである。 

⑵【指摘】事業の達成度評価の手続について 

  令和6年度各事業の目標の達成度の評価手続につき、関係役員が事業毎に、達成度合や事

業環境、プロセス等を総合的に勘案し判断しているが、達成度判断に至るまでの記録は特に

ない。産振構事業の公益性の高さを踏まえ、評価の客観性を高めるため、産振構としての統

一的な達成度評価手続を定めるべきである。また、評価当時の判断プロセスを将来確認でき

るようにする観点から、達成度判断に至るまでの記録を残すべきである。 

⑶【指摘】平成30年度包括外部監査の結果に係る措置状況の公表内容（県商工労働局へ） 

  措置状況当時の公表内容の記載内容は抽象的であり、具体的にどのような措置を取った

のかが明確ではない。監査の結果を当時の県がどのように受け止め、具体的にどのような措

置を取ったのかが通知・公表されなければ、監査により県の対応が改善したのか否かを判別

することができないから、県は、措置状況をより具体的に説明すべきであった。 

⑷【指摘】平成30年度包括外部監査の結果に係る措置状況の保存について（県商工労働局へ） 
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  共通管理費に係る平成30年度包括外部監査の措置状況（当時どのように検討、対応したか）

を整理した資料は商工労働局に残っていないとの回答であった。措置状況の適否を後日検

証できるようにするため、措置当時の検討内容等を記録化し保管をしておくべきであった。 

⑸【意見】共通管理費算定時の県側での内容審査について（県商工労働局へ） 

  令和6年度の共通管理費算定時の県側での内容審査について、予算・決算ともに一部の費

目（人件費）を除き、各項目（費用）内訳までは確認しておらず、産振構側の費用計上が基

本的に妥当であることを前提にした審査となっている。毎年度多額の共通管理費を支出（令

和6年度決算額：53,745千円）している現状を踏まえれば、県側で個別の費目の明細を確認

するなど、より詳細に確認することが望まれる。 

 

第3 「経営・創業等の支援」関連事業（産振構） 

1  概要 

「経営・創業等の支援」分野の事業は、以下の主要事業・一般事業により構成されている。 

主要事業（◎）につき以下説明する。なお、一般事業「設備貸与・資金債権管理事業」「被

災中小企業施設・設備整備支援事業（無利子貸付）」については、第8 債権管理（産振構）で

説明する。 

 

2  創業環境整備促進事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告2頁） 

  「オール広島創業支援ネットワーク」119の中核機関として、県内の創業支援機関と連携し、

創業前から創業後にわたって総合的な支援を行うことで多様な創業の創出を図る。 

 
119 参考：ひろしまスターターズウェブサイト（ https://hiroshima-starters.com/concept.html ） 
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  創業マネージャー等による窓口相談とともに、専門家(創業サポーター)を派遣したアド

バイスや指導等きめ細かなサポートを実施する。また、地域の支援機関と連携して、創業サ

ポーター派遣など支援ツールの活用やセミナー開催等による支援を行う。 

  事業実施に際しては、積極的にオンラインを活用し、利用者の利便性向上を図る。 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告2頁） 

  概ね目標を達成120 

 

  創業サポーターの派遣回数実績が目標より下回った件について産振構に確認したところ、

「ネット等での情報が充実するなか、相談内容がある程度絞られてきていること、センター

や創業サポーターのノウハウ蓄積が進み、サポートが効率的になったこと、特定創業支援等

事業については、オンラインセミナーの受講を促していることなど」を原因と考えており、

「今後は事業計画のブラッシュアップなどについて創業サポーターの一層の活躍を図るよ

う対応していく」との回答を得た。 

  創業セミナー開催による効果の測定方法について、アンケートによりセミナーの満足度

を測定したり、特定創業支援等事業の証明申請等により創業実績を把握している。 

3  課題・問題点（県提出の事業計画書の件数と令和6年度事業報告上の指標の関係） 

創業環境整備促進事業（県委託事業）について、令和6年度事業報告上の指標にはないが、

県に提出した事業計画書上の計画件数にあげられている数値（創業セミナー開催事業の参加

者数、創業サポーター支援事業の登録者数、支援事業者数、延べ時間数など）があり、逆に、

 
120 各指標の測定方法は以下のとおり。 

 年間創業件数：相談者、セミナー受講者、地域中小企業支援センターの創業件数の合計により測定。 

 創業マネージャー等による相談件数：創業マネージャー・サブマネージャーの業務記録より測定。 

 創業サポーターの派遣回数：サポートの実施回数により測定。 

 セミナー開催回数：セミナーの開催回数（オンラインセミナーは科目ごとに計上）により測定。 
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令和6年度事業報告書の指標にはあるが、県に提出した事業計画書上の計画件数にあげられて

いない数値（創業マネージャー等による相談件数）がある。 

産振構独自の指標を設けることを否定する趣旨ではないが、本事業が県からの委託事業で

あることから、県に提出した事業計画書上の計画件数にあげられている数値について、少なく

とも令和6年度事業報告上の指標との関係を事業報告書上に記載することが望ましい。 

4  経営企画支援事業 

⑴ 事業概要121（令和6年度事業報告4頁） 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告5頁） 

  概ね目標を達成122 

 
121 「付加価値生産能力」の定義（県と同基準） 

 ①付加価値：年商×20％で算出、②生産能力向上：①で算出した付加価値額の前年対比増加利率で算出 
122 支援候補企業 51社（産振構で保有する企業データベースのうち以下の抽出基準を満たす） 

 ①地域未来牽引企業に認定されていない、県内に本社がある中小企業、②関連会社を有していること、③

みなし大企業でないこと 
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5  中小企業イノベーション促進支援事業（チーム型支援事業） 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告6頁） 
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⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告7頁） 

  目標を達成123 

 
123 採択企業の選定基準：6つの審査項目（現状分析、実現性、計画性、意欲・熱意、健全性、持続性・発展

性）で評価し、評価点（満点120点）合計点数が満点の6割以上を採択 
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6  課題・問題点（県提出の事業計画書の件数と令和6年度事業報告上の指標の関係） 

中小企業イノベーション促進支援事業（チーム型支援事業）（県の補助事業）について、令

和6年度事業報告上の指標にはないが、県に提出した事業計画書上の計画件数にあげられてい

る数値（事業説明会・セミナーの開催件数・参加企業数、訪問企業数）がある。 

その理由について、産振構は、「『事業説明会・セミナー』の目的は、開催件数や参加社数で

はなく、セミナー等を通じて、チーム型支援等の制度の普及、利用促進及びターゲットとなる

案件発掘に主眼をおいているため、開催件数や参加社数の数を目標にしているわけではない。

また、県に提出した事業計画書は、『事業説明会・セミナー』の計画件数と予算をリンクする

よう、計画件数等を記載している。令和6年度からネクストリーダー創出支援事業を新事業と

して開始することから、財団（産振構）の職員・予算リソースを考慮して、県と協議の上「訪
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問企業60社」としたものである。なお、この60社にはネクストリーダー創出支援事業の候補企

業発掘に係る訪問件数は含まれていない。」旨回答した。 

産振構独自の指標を設けることを否定する趣旨ではないが、本事業が県の補助事業である

ことから、県に提出した事業計画書上の計画件数にあげられている数値については、少なくと

も令和6年度事業報告上の指標との関係を事業報告書上に記載することが望ましい。 

7  中小企業成長プラン策定支援事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告9頁） 

  中小企業が持つ技術力やノウハウ、経営力について強みや課題を可視化し、現状認識の深

掘りを促すとともに、課題の設定や解決提案、成長へ向けたプラン策定を行い、企業の成長

を後押しするものである。 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告9頁） 

  目標を概ね達成 

 

  令和6年度の評価書発行・成長プラン策定件数は8件であり、令和5年度（26件）より減少

している。その理由について、「中小企業技術・経営力評価活用促進事業から成長を後押し

するための事業とし、令和6年度に中小企業成長プラン策定支援事業に制度を変更した。大

半が金融機関経由の申し込みであるが、事業対象を業況が堅調で成長支援意欲旺盛な企業

に変え、従来の資金繰り支援目的の企業は対象外とした結果、信用組合・信用金庫からの紹

介案件中心に極端に減少したため、発行件数は前年度比大幅に少なくなった。」としている。 



 

248 

8  課題・問題点（目標の達成度評価について） 

目標を達成と評価した理由を確認したところ、「目標を20件として取り組んだが、年度末ま

でに発行できたのは8件で、6件は止む無く翌年度発行へ繰り越しとなった。また、相談は受け

たもののほかの資金繰り支援機関等を紹介した企業が9件あり、総相談件数は23件であったた

め、概ね達成と評価した。」とのことである。 

全体としてみれば、目標を達成したと評価する余地がないとはいえないが、第2 事業の概要

（産振構）で述べたように、目標を達成したか否かの産振構としての判断基準が不明確である

点が問題である。この点に関する意見は、第2を参照されたい。 

9  よろず支援拠点事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告10頁） 

  中小企業・小規模事業者の売上拡大、経営改善など、経営上のあらゆる相談に対応するた

め、コーディネーターや登録専門家を中心とする専門スタッフが傾聴と対話により適切な

解決方法を提案する。 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告10頁） 

  目標を達成 
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10  課題・問題点（委託契約について） 

「経営・創業等の支援」関連事業に係る委託契約（ネクストリーダー創出支援事業コンサル

ティング業務、技術・経営力評価報告書及び成長プラン作成等業務委託）の課題・問題点につ

いては、第9 委託契約（産振構）を参照されたい。 

11  意見 

⑴【意見】県提出の事業計画書の計画件数と令和6年度事業報告上の指標の関係 

  創業環境整備促進事業につき、産振構独自の指標を設けることを否定する趣旨ではない

が、本事業が県の委託事業であることから、県に提出した事業計画書上の計画件数にあげら

れている数値については、少なくとも令和6年度事業報告上の指標との関係を事業報告書上

に記載することが望まれる。 

⑵【意見】県提出の事業計画書の計画件数と令和6年度事業報告上の指標の関係 

  中小企業イノベーション促進支援事業（チーム型支援）につき、産振構独自の指標を設け

ることを否定する趣旨ではないが、本事業が県の補助事業であることから、県に提出した事

業計画書上の計画件数にあげられている数値については、少なくとも令和6年度事業報告上

の指標との関係を事業報告書上に記載することが望まれる。 
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第4 「ものづくりの革新」関連事業（産振構） 

1  概要 

「ものづくりの革新」分野の事業は、以下の主要事業・一般事業により構成されている。主

要事業（◎）につき以下説明する。 

 

2  技術コーディネート事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告12頁） 

  年間を通じて企業訪問によるコーディネート活動を中心に行っていく他、大学研究室の

シーズを公開し企業との共同研究のきっかけづくりを実施。 

  その他、マッチングのきっかけとなる座談会等を開催し、産業界のニーズ情報や学のシー

ズ情報を提供していく。 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告12頁） 

  目標達成 
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3  成長型中小企業等研究開発支援事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告13頁～14頁） 

  川下企業が求める技術や加工法を研究課題として取り組む中小企業を核とし、それに共

同して協力する公設試等を共同体メンバーと課題解決力や競争力強化を行うものである。 

 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告14頁） 

  目標達成 
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4  中小・ベンチャー企業チャレンジ応援事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告14頁～15頁） 

  中小企業等の製品開発において、事前検証を終えた『試作開発から試験評価』のステージ

に対する資金助成を行う。その中で、事業計画の相談という入口から、事業化という出口ま

でを一気通貫にした“伴走型支援”を目指し、助成事業者に対し、専門的アドバイス、連携

コーディネート等により事業を支援する。不採択事業者に対しても採択に向けての支援を

行う。 

○助成額：上限 500 万円 ○助成率：2/3 以内 

○評価・アドバイス：外部専門家や金融機関等によるアドバイス・評価等 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告15頁） 

  目標達成 
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5  中小企業DX推進支援事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告16頁） 

 

  「一連の事業のPDCAを回す」との点について、具体的な展開等について確認したところ、

以下のように実施しているとの回答を得た。 

 ア 広島工業大学で事例発表会の実施（令和6年10月23日） 

 イ 成果発表会の実施（令和7年3月7日） 

 ウ 成果発表会の様子をYouTubeへ掲載 

⑵ 令和6年度目標とその達成状況 

  以下の表のとおり「目標達成」としている（令和6年度事業報告より）。 

 

⑶ KPIの設定値及び達成状況について 

  以下の表の活動実績等に記載のKPIの設定につき、産振構に確認したところ、以下の回答

を得た（令和6年度事業報告より）。 
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ア 設定値について 

  受講企業10社に対し、受講前後でそれぞれデジタル化の取組状況（未着手→準備→学 

習→見える化→効果確認→拡大展開→高度化）をヒアリングし、各企業が少なくとも1段

階以上ステップを進めることを目標としている。 

イ 令和6年度の達成状況について 

  令和6年度の達成状況は、10社中3社が目標を達成している。 

  達成状況について確認したところ、「このKPIは、カイゼン・DX人材育成講座の受講前後

の達成状況を示している。受講期間は4ヶ月と短いため、この間だけでデジタル化の取組

レベルを大きく向上させるのは難しいと考えられる。しかし、将来の計画（半年～1年以

内）については、10社中7社が「取組レベルを上げる予定」と回答しており、一定の成果

があったと評価できる。」との回答を得た。 

6  取引商談会等マッチング支援事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告18頁） 



 

255 

 ①下請取引あっせん 

  県内製造業の受注ニーズに対応した個別あっせんを実施 

 ②受発注情報の収集・提供等 

  販路開拓プロジェクトリーダー・コーディネーター、企業総合支援マネージャーを配置し、

新規発注情報や受注企業の基盤力などの収集・提供 

 ③広域取引商談会等の開催 

  ・広域取引商談会…複数の受発注企業が一堂に会するビジネスマッチング 

   （県単独・中国ブロック・その他） 

  ・個別商談会…発注企業1社に対して複数の受注企業とのマッチング 

   （一般開示不可・急を要する場合等に対応） 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告18頁～19頁） 

  概ね目標を達成 
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7  広島県中小企業知財支援センター事業 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告20頁） 

  本事業では3つの知財支援策として、知財人材育成支援（講座開催等）、知財総合相談、外

国出願支援（補助金）を継続して実施する。 

  知財人材育成支援は、受講者の知財活動レベルに応じてレベルアップを図るため複数の

コースを設定する。 

  知財総合相談では、アイデア段階～販売まで幅広い事業段階の知財相談に対応し、中小企

業の経営課題達成を知財面から支援する。 

  外国出願支援では、事業戦略としての外国への特許出願等を促進するため、国の補助事業

を活用して県内中小企業の外国特許出願等に要する経費の一部を助成する。申請企業には、

適宜知財総合相談を行い、外国出願に関する知財戦略についてもサポートする。 

 

⑵ 目標と実績（令和6年度事業報告20頁） 

  目標を達成（外国出願支援ではやや目標数値に届かなかったが、下記理由（＊）によりほ

ぼ達成と考える。また、知財人材育成、知財総合相談では大きく目標値を上回った。）とし

ている。 
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上記評価の内容につき産振構に確認したところ、以下の回答を得た。 

 ア 知財人材育成＜基礎実践コース＞の受講者数は9名、「外国出願支援」の補助金交付決定件

数は23件である。 

 イ 前年度目標（R5事業報告記載）と比較すると、①＜基礎理解コース＞受講者数目標を令和

5年（100名）から令和6年（50名）に減少させた理由は、出張講座開催へ一部をシフトさせ

たことと、教育コンテンツの改定を上期に行い、受講期間が通年でなかったためである。②

＜基礎実践コース＞に令和5年度に設定された受講者数目標（24名）を令和6年度は設定して

いない理由は、前記の出張講座への一部シフトの他、運営方法の変更（主な変更点はWEB開

催から対面開催への変更、4講座／1回から1講座／1回の変更、技術者向けに開催）があり、

目標設定時には受講対象者が決定しておらず、人数目標の設定が困難であったためである。 

 ウ 外国出願支援の申請予定2社は、要領の「間接補助金申請時において、確定している（申

告済みの）直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中

小企業者等」に該当するため、交付の対象から外れた。 

8  課題・問題点（目標の達成度評価について） 

広島県中小企業知財支援センター事業につき目標を達成と評価した理由を確認したところ、

「外国出願支援は目標数値（％）を下回ったが＊欄の記載（2社が外れた）を踏まえ「ほぼ達
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成」と評価したこと、知財人材育成及び知財総合相談では大きく目標値を上回ったことを総合

的に判断したとのことである。 

全体としてみれば、目標を達成したと評価する余地がないとはいえないが、第2 事業の概要

（産振構）で述べたように、目標を達成したか否かの産振構としての判断基準が不明確である

点が問題である。この点に関する意見は、第2を参照されたい。 

9  課題・問題点（委託契約について） 

「ものづくりの革新」関連事業に係る委託契約（カイゼン・DX人材育成講座実施業務（IoT

等活用戦略及びIoT等デジタル技術導入プランの作成））の課題・問題点については、第9 委託

契約（産振構）を参照されたい。 

 

第5 「デジタルイノベーションの推進」関連事業（産振構） 

1  概要 

「デジタルイノベーションの推進」分野の事業は、以下の主要事業（◎）により構成されて

いる。ひろしまデジタルイノベーションセンター（HDIC）を運営している。 

 

2  ひろしまデジタルイノベーション推進事業 

ひろしまデジタルイノベーションセンター124が本事業を担っている。 

⑴ 事業概要（令和6年度事業報告22～23頁） 

 
124 ひろしまデジタルイノベーションセンターHP（https://www.hiwave.or.jp/hdic/） 
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